
議長就任あいさつ

市
長
提
出
議
案

議
案
第
39
号

　専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
生
じ
、
専
決
処
分
を
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
引
用
法
令
の
項
ず
れ
に
伴

い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
40
号

　専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
規
定
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
蓮
田
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
、
専
決

処
分
を
し
た
も
の
で
す
。

主
な
改
正
の
内
容
は
、
法
人
市
民
税
の
法
人

税
割
額
に
つ
い
て
、
国
外
で
課
さ
れ
た
所
得
税

額
等
の
控
除
方
法
の
見
直
し
。
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
、
市
が
定
め
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

で
あ
る
、「
わ
が
ま
ち
特
例
」
の
見
直
し
等
を
行

う
も
の
で
す
。

議
案
第
41
号

　専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

６月定例会
会期　6/15㊎▶ 7/9㊊

蓮
田
市
監
査
委
員
の

選
任
に
つ
い
て
な
ど

16
議
案
を
同
意
・
承
認
・
可
決

平
成
30
年
６
月
定
例
会
は
、
去
る
６
月
15
日
か
ら
７
月
９
日
ま
で
の
25
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
「
蓮
田
市
監
査
委
員
の

選
任
に
つ
い
て
」「
蓮
田
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
16
議

案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
同
意
・
承
認
・
可
決
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
「
請
願
第
４
号
蓮
田
市
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る

請
願
に
対
す
る
継
続
審
査
を
求
め
る
動
議
」
が
出
さ
れ
、否
決
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
「
蓮
田
市
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
」

に
関
す
る
請
願
は
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

議
案
第
38
号

蓮
田
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

蓮
田
市
監
査
委
員
の
内
田
薰
氏
の
任
期
が

満
了
と
な
る
た
め
、
同
氏
を
再
任
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
同
意
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

内う
ち

田だ

　薰
か
お
る 

氏
／
77
歳
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部
の
規
定
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
蓮
田
市

都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生

じ
、
専
決
処
分
を
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
高
齢
者
等
の
た
め
に
改
修
さ

れ
た
劇
場
、
音
楽
堂
等
に
対
す
る
、
都
市
計
画
税

の
減
額
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
申

告
規
定
の
見
直
し
。

平
成
30
年
度 

固
定
資
産
の
評
価
替
え
及
び
地

方
税
法
の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も

の
で
す
。

議
案
第
42
号

　専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

の
一
部
の
規
定
が
、
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
必
要
が
生
じ
、
専
決
処
分
を
し
た
も
の
で
す
。

主
な
改
正
の
内
容
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の

低
所
得
者
に
係
る
保
険
税
軽
減
措
置
の
対
象
を

拡
大
す
る
も
の
で
、
５
割
軽
減
の
対
象
と
な
る

世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
の
算
定
に
お
い
て
、
被

保
険
者
の
数
に
乗
ず
べ
き
金
額
を
27
万
円
か
ら

27
万
５
０
０
０
円
に
、
２
割
軽
減
の
対
象
と
な
る

世
帯
の
金
額
を
49
万
円
か
ら
50
万
円
に
引
き
上
げ

る
も
の
で
す
。

議
案
第
43
号

　蓮
田
市
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

主
な
内
容
は
、
個
人
市
民
税
の
非
課
税
規
定
の

市
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り

市
議
会
活
動
に
ご
理
解
ご
協
力
賜
り
、

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
、
平
成
30
年
６
月
定
例

会
に
お
き
ま
し
て
議
員
各
位
の
ご
推

挙
に
よ
り
、
私
ど
も
が
議
長
・
副
議

長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
誠
に
身
に
余
る

光
栄
で
あ
り
、
そ
の
職
責
の
重
さ
を
痛
感
す

る
と
と
も
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。

も
と
よ
り
微
力
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
市
民

の
皆
様
の
負
託
と
信
頼
に
お
応
え
す
る
た
め
、

公
正
か
つ
円
滑
な
議
会
運
営
に
誠
心
誠
意
努

力
し
て
参
り
ま
す
。

２
年
後
に
開
催
さ
れ
ま
す
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
合
わ
せ
、
潜

在
的
に
蓮
田
の
持
つ
地
理
的
有
利
性
を
積
極

活
用
し
蓮
田
市
発
展
を
進
め
る
好
機
で
す
。

中
国
の
古
典
「
孟
子
」
に
「
天
の
時
は
地
の

利
に
如
か
ず
。
地
の
利
は
人
の
和
に
如
か

ず
。」
と
、
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
な
闘
い
の

後
恩
讐
を
越
え
て
、
各
界
各
層
の
皆
様
の
力

を
結
集
で
き
ま
す
よ
う
努
力
し
て
参
り
ま

す
。変

化
が
大
き
く
不
安
定
な
時
代
で
ご
ざ
い

ま
す
。
し
っ
か
り
と
地
に
足
を
つ
け
一
歩
一

歩
確
実
に
前
へ
進
み
、
決
し
て
軽
挙
妄
動
す

る
こ
と
な
く
、
市
民
生
活
・
市
民
福
祉
の
向

上
と
市
政
発
展
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

今
後
と
も
市
民
の
皆
様
の
一
層
の
ご
指
導

ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

し
っ
か
り
と
地
に
足
を
つ
け
、

確
実
に
一
歩
一
歩
前
へ

正副議長就任にあたって

正副議長選挙の結果

　今定例会の初日に島津信温議長、最終

日に本橋稔副議長の辞任に伴い、それぞ

れ正副議長の選挙が行われました。投票

の結果、第 30 代議長に石川誠司議員が、

第 31 代副議長に中野政葊議員が選出され

ました。

　選挙結果は、次のとおりです。

●議長選挙

石川　誠司議員（新成会） 17 票

岸尾　悦子議員（日本共産党） ３票

　選挙の出席議員 20 名、投票総数 20 票。

投票総数のうち有効投票は 20 票でした。

●副議長選挙

中野　政葊議員（新樹会） 16 票

栗原　　勇議員（日本共産党） ３票

　選挙の出席議員 19 名、投票総数 19 票。

投票総数のうち有効投票は 19 票でした。

＊正副議長は会派には属しません。

正副議長就任にあたって

議　長

石川　誠司

副議長

中野　政葊

3 はすだ市議会だより　第 106 号



訪
問
介
護
の
利
用
制
限
を
許
さ
な
い
。

必
要
な
人
に
必
要
な
介
護
を

反対討論
本
条
例
の
問
題
点
は
、「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
回
数
以
上
の
訪
問
介

護
を
位
置
づ
け
る
場
合
、
そ
の
利
用
の
妥
当
性
を

検
討
し
、
訪
問
介
護
が
必
要
な
理
由
を
記
載
す
る

と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
市
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
必

要
な
人
に
必
要
な
介
護
を
」
こ
れ
が
原
則
で
あ
る
。

ケ
ア
マ
ネ
が
自
己
規
制
、
利
用
抑
制
を
迫
ら
れ
る

見
直
し
、
所
得
控
除
及
び
調
整
控
除
の
適
用
要
件

の
見
直
し
な
ど
で
す
。
あ
わ
せ
て
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
44
号

　蓮
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

内
容
は
、
個
人
番
号
や
法
人
番
号
の
定
義
の
明

確
化
と
、
引
用
法
令
の
項
ず
れ
に
伴
い
、
規
定
の

整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
45
号

　蓮
田
市
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
「
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
の
一
部

改
正
に
伴
う
改
正

内
容
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
資
格
に
つ
い

て
、
５
年
以
上
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
従
事
し
た
者
で
、
市
長
が
適
当
と
認
め
た
者

を
対
象
と
す
る
た
め
の
規
定
を
追
加
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
46
号

　蓮
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
保
険
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

内
容
は
、
引
用
法
令
の
条
項
番
号
の
変
更
に
伴

い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
47
号

　蓮
田
市
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
「
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
」
の
一
部
改
正
に

伴
う
改
正

主
な
内
容
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型 

訪
問
介
護
看
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員

等
の
定
義
の
見
直
し
。
そ
の

他
、
介
護
保
険
法
に
お
け
る

認
知
症
の
規
定
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備

を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
48
号

　蓮
田
市
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

の
指
定
権
限
が
、
都
道
府
県
か
ら

市
町
村
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
新
た
に
条
例
を
制
定

内
容
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日

か
ら
で
す
。

１

　

�

蓮
田
市
第
七
次
行
政
改
革
大
綱
の

策
定
に
つ
い
て

２

　

�

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
シ
テ
ィ
セ
ー

ル
ス
に
つ
い
て

３

　

�

第
39
回
九
都
県
市
合
同
防
災
訓
練

に
つ
い
て

４

　

�

東
日
本
大
震
災
関
連
の
取
り
組
み

状
況
に
つ
い
て

５

　

�

平
成
29
年
度
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
に
つ
い

て

６

　

�

市
役
所
窓
口
の
土
曜
日
・
日
曜
日
の

一
部
開
庁
の
結
果
に
つ
い
て

７

　

�

第
10
回
ふ
る
さ
と
水
辺
ウ
オ
ー
ク

に
つ
い
て

８

　

�

平
成
29
年
度
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調

査
の
結
果
に
つ
い
て

９

　

�

菜
の
花
ま
つ
り
に
つ
い
て

10

　

�

第
28
回
商
工
祭
さ
く
ら
ま
つ
り
に

つ
い
て

11

　

�

蓮
田
市
職
員
手
話
講
習
会
に
つ
い

て
　今
定
例
会
に
お
け
る
市
長
か
ら
の
行

政
報
告
は
23
件
で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

市
長
の
行
政
報
告

12

　

�

蓮
田
駅
東
口
か
ら
総
合
市
民
体
育

館
パ
ル
シ
ー
ま
で
の
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
運
行
に
つ
い
て

13

　

�

蓮
田
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
フ
ル
イ
ン
タ
ー
化
に
向
け
た

取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て

14

　

�

一
般
県
道
蓮
田
鴻
巣
線
歩
道
整

備
事
業
の
事
務
委
託
に
関
す
る
基

本
協
定
書
の
締
結
に
つ
い
て

15

　

�

蓮
田
駅
西
口
再
開
発
事
業
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て

16

　

�

平
成
29
年
度
蓮
田
市
定
例
監
査
兼

行
政
監
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て

17

　

�「
蓮
田
市
の
未
来
を
語
る
子
ど
も
議

会
」
に
つ
い
て

18

　

�

中
学
生
国
際
親
善
訪
問
団
派
遣
事

業
に
つ
い
て

19

　

�

蓮
田
市
・
松
川
町
小
学
生
交
流
事

業
に
つ
い
て

20

　

�

保
育
園
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

21

　

�

中
央
公
民
館
関
山
分
館
耐
震
補
強
、

そ
の
他
改
修
工
事
に
つ
い
て

22

　

�

第
30
回
埼
玉
県
消
防
操
法
大
会
に

つ
い
て

23

　

�

各
部
の
主
な
事
業
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
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可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
地
域
で
の
尊
厳
あ
る

暮
ら
し
を
脅
か
す
利
用
制
限
を
許
さ
な
い
。
よ
っ

て
日
本
共
産
党
は
反
対
す
る
。

議
案
第
49
号

　蓮
田
市
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
「
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
」
の
一
部
改
正
に
伴

う
改
正

内
容
は
、
介
護
保
険
法
に

お
け
る
認
知
症
の
規
定
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
規
定

の
整
備
を
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
50
号

　蓮
田
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び
当
該
職
員
の

員
数
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

職
員
の
基
準
を
改
正

内
容
は
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
の

受
講
に
係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行

う
も
の
で
す
。

議
案
第
51
号

　蓮
田
駅
前
駐
車
場
管
理
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
の
権
利
変
換
に
よ
る

地
番
の
変
更
に
伴
う
改
正

内
容
は
、
蓮
田
駅
西
口
駅
前
駐
車
場
の
位
置

を
、「
蓮
田
市
本
町
３
８
４
３
番
１
」
か
ら
、「
蓮

田
市
本
町
３
９
７
１
番
２
」に
、改
め
る
も
の
で
す
。

議
案
第
52
号

　工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

東
保
育
園
改
築
工
事
の

請
負
契
約
の
締
結

　工
事
名

　
　
　東
保
育
園
改
築
工
事

　工
事
箇
所

　
　
　蓮
田
市
東
五
丁
目
８
番
32
号

　契
約
金
額

　
　
　２
億
１
５
８
９
万
２
０
０
０
円

　契
約
期
間

　
　
　

�

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
31
年
３
月
15
日

ま
で

　契
約
業
者
名

　
　
　

 

株
式
会
社
内
藤
ハ
ウ
ス

　埼
玉
営
業
所

議
案
第
53
号

　財
産
の
取
得
に
つ
い
て

災
害
対
応
特
殊
水
槽
付

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
購
入

　財
産
の
内
容

　
　災
害
対
応
特
殊
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

　
　１
台

　取
得
金
額

　
　５
０
４
９
万
円

　契
約
相
手
方

　
　株
式
会
社
モ
リ
タ 

東
京
営
業
部

請

願

今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
は
１
件
で
、
所

管
の
委
員
会
に
付
託
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

請
願
第
４
号

　蓮
田
市
に
お
け
る
受
動
喫
煙

防
止
対
策
に
関
す
る
請
願

　さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
４

−

４

−

17

　
　埼
玉
県
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会

　
　会
長

　田
村

　眞

ほ
か

　
　14
名

記
名
押
印
15
名

要
旨

　現
在
、
国
に
お
い
て
受
動
喫
煙
に
関
し
、
法
制

化
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
事
は
、
我
々
も
承
知

し
て
お
り
、
受
動
喫
煙
は
防
止
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

蓮田駅西口駅前駐車場

建替えが予定されている東保育園跡地
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強
制
的
な
規
制
が
一
律
に
導
入
さ
れ
れ
ば
、

中
小
の
狭
小
店
舗
は
全
席
禁
煙
と
す
る
し
か
な

く
、
た
ば
こ
を
吸
う
お
客
様
に
は
お
越
し
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
売
り
上
げ
の
減
少

に
よ
り
飲
食
施
設
の
事
業
者
や
施
設
管
理
者
が

混
乱
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
加
え
て
、
国
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

法
施
行
と
貴
市
の
条
例
施
行
に
よ
る
ダ
ブ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
た
場
合
は
、
事
業
者
の
み

な
ら
ず
生
活
者
全
体
に
混
乱
を
招
く
こ
と
を
懸

念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
条
例
化
に
よ
る
一
律
的
、

強
制
的
な
規
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
行
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
請
願
す
る
も
の
で
す
。

審
査

　紹
介
議
員
の
説
明
を
受
け
、
執
行
部
に
対
し
、

国
や
県
の
動
向
に
つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。
採
決

の
際
、
２
名
の
退
席
者
が
あ
り
、
総
員
を
も
っ
て

採
択
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。 

【
採
択
】

議

動

請
願
第
４
号

　蓮
田
市
に
お
け
る
受
動
喫
煙

防
止
対
策
に
関
す
る
請
願
に
対
す
る
継
続
審

査
を
求
め
る
動
議

こ
の
動
議
は
、
国
に
お
い
て
は
、
現
在
審
議

中
で
あ
り
、
実
施
に
あ
た
っ
て
時
間
を
か
け
て
検

討
す
べ
き
課
題
が
出
て
い
る
こ
と
、
ま
た
受
動
喫

煙
防
止
の
促
進
を
基
本
と
し
つ
つ
、
同
時
に
様
々

な
関
係
団
体
の
心
配
に
応
え
、
市
民
の
理
解
を
得

な
が
ら
条
例
化
し
て
い
く
過
程
が
大
切
と
い
う
理

由
か
ら
、
慎
重
に
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、

栗
原
勇
議
員
ほ
か
２
名
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

採
決
の
結
果
、こ
の
動
議
は
賛
成
少
数
（
４
名
）

で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

去
る
６
月
15
日
の
６
月
定
例
会
開
会
日
に
第
29

代
議
長
を
、
７
月
９
日
の
閉
会
日
に
第
30
代
副
議

長
を
辞
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昨
年
の
６
月
２
日
に
就
任
さ
せ
て
頂
き
、
１
年

間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
議
長
職
、
副
議
長
職
の

重
責
を
痛
感
し
つ
つ
も
、
努
め
て
参
り
ま
し
た
。

ひ
と
え
に
議
員
各
位
の
ご
支
援
な
ら
び
に
中
野

市
長
は
じ
め
、
執
行
部
の
皆
様
の
ご
協
力
に
、
心

か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

市
民
の
皆
様
の
温
か
い
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

時
代
と
と
も
に
、
議
会
改
革
を
微
力
な
が
ら
で

は
あ
り
ま
す
が
、
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
後
も
市
民
の
皆
様
か
ら
信
頼
さ
れ
る
議
会

と
な
り
ま
す
よ
う
、
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

市
民
の
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
心

か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
退
任
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
１
年
間
大
変
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

市
民
か
ら
、
さ
ら
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
に

正副議長退任にあたって

前議長

島津　信温

前副議長

本橋　　稔

　全国市議会議長会及び埼玉県市議会

議長会の各定期総会において、中野政

葊議員が在職 15年以上の永年勤続議
員として、表彰されました。今定例会

最終日の本会議において、表彰状の伝

達が行われました。中野　政葊 議員

永年勤続議員が表彰

ホームページで
会議録が閲覧
できます

　議
案
の
審
議
内
容
や
一
般
質
問
な
ど

を
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
か
た

は
、
市
議
会
会
議
録
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　こ
れ
ま
で
市
役
所
な
ど
の
公
共
施
設

に
備
え
て
あ
っ
た
会
議
録
は
、
今
ま
で

と
同
様
に
次
の
施
設
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。　●

市
役
所
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー

　●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　●
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　●
図
書
館

　●
中
央
公
民
館
及
び
関
山
分
館

http://www.city.hasuda.s
aitama.jp/
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